
平成 24年 3月　（7）� 第 167 号議会だより　はこね

Q
「
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事
業

に
つ
い
て
」

A
　

こ
の
事
業
を
導
入

す
る
と
、
介
護
保
険

の
認
定
に
お
い
て
要
支
援
と

非
該
当
を
行
き
来
す
る
よ
う

な
方
に
対
し
て
切
れ
目
の
な

い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る

こ
と
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
な
ど

が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
事
業

実
施
に
係
る
詳
細
が
国
か
ら

ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
が
多
く
あ
る
の
で
導
入

に
つ
い
て
は
利
用
者
の
立
場

に
た
っ
て
判
断
し
て
い
き
た

い
。

「
介
護
保
険
料
の
額
」

QA
　

当
町
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
3,867
円
か
ら
4,150

円
へ
と
283
円
の
増
と
な
る
と

推
計
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で

暫
定
の
額
で
あ
る
。
保
険
料

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
介
護

給
付
費
準
備
基
金
の
取
り
崩

し
も
当
町
に
お
き
ま
し
て
は

85
％
以
上
の
2,200
万
円
を
取
り

崩
す
予
定
。

「
保
険
料
の
引
き
下

げ
」

QA
　

年
金
収
入
と
他
の

所
得
の
合
計
が
80
万

円
を
超
え
120
万
円
以
下
の
方

と
120
万
円
を
超
え
る
方
と
で

区
分
を
し
、
負
担
割
合
に
差

を
つ
け
る
こ
と
で
、
さ
ら
に

低
所
得
者
に
配
慮
し
た
段
階

設
定
と
す
る
予
定
。

「
利
用
料
の
減
免
拡

充
」

QA
　

現
在
、
全
国
の
市

町
村
間
で
軽
減
措
置

に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
法
制
度
化
さ
れ
た

軽
減
措
置
の
明
確
な
位
置
づ

け
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、

引
き
続
き
強
く
国
、
県
へ
要

望
し
て
ま
い
り
た
い
。

「
事
業
計
画
へ
の
住

民
の
参
加
に
つ
い
て
」

Q

A
　

箱
根
町
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
管
理
委
員
会

を
設
置
し
計
画
に
関
す
る
調

査
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
住

民
目
線
の
意
見
を
積
極
的
に

頂
戴
し
て
い
る
。
６
月
に
は

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。

さ
ら
に
は
、
現
在
策
定
中
の

計
画
の
素
案
に
つ
い
て
、
１

月
ご
ろ
を
目
標
に
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
広

く
意
見
を
聴
取
し
、
計
画
に

生
か
し
て
い
き
た
い
。

Q
「
介
護
従
事
者
処
遇

改
善
交
付
金
の
継
続

と
国
庫
負
担
の
引
き
上
げ
の

要
望
」A

　

被
保
険
者
の
負
担

を
軽
減
で
き
る
よ
う
、

今
後
も
機
会
を
と
ら
え
て
引

き
続
き
国
、
県
に
働
き
か
け

て
い
き
た
い
。

群
馬
県
安
中
市
議
会

◎
平
成
24
年
2
月
1
日

来
町
者　

議
員
２
名

目　

的　

�

箱
根
関
所
の
復
元

過
程
に
つ
い
て

　

碓
氷
関
所
を
有
す
る
安
中

市
議
会
議
員
が
箱
根
関
所
を

視
察
に
訪
れ
ま
し
た
。

沖
縄
県
北
谷
町
議
会

◎
平
成
24
年
2
月
19
日

来
町
者　

議
員
５
名

目　

的　

�

箱
根
町
の
国
際
的

に
も
誇
れ
る
歴
史
、

景
観
計
画
に
つ
い

て

　

北
谷
町
議
会
議
員
が
郷
土

資
料
館
と
箱
根
関
所
を
視
察

に
訪
れ
た
も
の
で
す
。

  

安
心
で
き
る
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

保険
年金

“ 議会を傍聴してみませんか ”
　議会は公開を原則にしていますので、どなたでも本会議の傍聴をすること

ができます。町政を身近に知るためにも議会の傍聴をおすすめします。

　傍聴を希望される方は

本会議の当日、議会事務

局で受付簿に住所、氏名

などを記入していただく

だけで結構です。

　詳しいことは、議会事

務局までお尋ね下さい。

視
察
受
入


